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厚生労働大臣
・

に隆 長薬撮綸晰酪酵日薦知弄長)殿
(日立保健医療科学院長)

令和 2年 1月 17日

大阪大学大学院医学系研究科機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

医学系研究常
「

益

‐¨   |‐
|

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費,の調査研究における、倫理審査状況及び利

ては以下のとおりです。

・教授

い

1.研究事業名 長寿科学政策研究事業

2.研究課題名 重:室逐菫:整:二:ピ董直』差
`2」

巨_墜=阻彙飯I亜]じ≧生[■ιヒ
`2:狙

発_と塗証_______________

3.研究者名 (所属蔀 島 ・ 大学院医学系研究

氏 名 ガナ ) 福井 小綿子・フ リ フクイ サキコ

´
ヽ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当腋研究者が当腋研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合ば、「審査酒不」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、1未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃上前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とす る医学系研究に関す る倫理指針 (※3) ■   □ ■ 日本赤十字看護大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

、該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 口 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 a''n. ^* I (Eo; 6$Aoh*:
(留意事項 )

■`
'■

′:

(

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

□

□



原生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名 五

令和2年2月7日

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び面云而友等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 長寿科学政策研究事業

2. 研究課題名 在宅医療・介獲連携の質に関する評価ツールの開発と検証

3. 研究者名 （所屈部局・職名）．高齢社会総合研究機構・教授

（氏名・フリガナ）飯島 勝矢・イイジマ カツヤ

4. 倫理審究の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(:i< I) 

有 無 審究済み 密究した機関 未渚査(※2)

ヒトゲノム・迫伝f解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

逍伝子治旅等臨床研究に関する指針 仁］ ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ． 口 ． 束県大学 口

厚生労働省の所秤する実施機閲における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば品人すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※I)当該研究者が.,, 該研究を実施するに当たり荘守すべき倫理指針に関する倫理委且会の海査が済んでいる場合は．「密杏済み」にチ
―

ェッ
クし一部若しくは全部の密査が完了していない鳩合は、「未帝査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※ 2)木帝査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に渭関する場合は‘り該項目に記入すること。

5. 屈生労慟分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教台の受講状況 1受溝■ 未如t □

6. 利益相反の符理

当研究機関における COi の管理に関する規定の策定 有● 無口（無の困合はその則由：

当研究機関における COi 委貝会設骰の有無 有• 無 □ （無の褐合は委託先機関：

当研究に係る CO! についての報告・審査の有無 有■ 無 □ （無の場合はその理由：

当研究に係る COI についての指森・管理の有無 有 □ 無● (,(Jの場合はその内容：

（留、呑事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究苔の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



令和 2年 3月 17日
厚生労働大臣
纏ヽ受:研朝顆晰蜂秘釜1彰′百弄長)殿
(国寺:イ尉 iき1:言 :iツ慕科学院i:尋)

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名
′

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 _退重」登型菫口:空皇菫_______________________________

2.研究課題名  在宅医療・企謹連整2質ヤ□■主登証m2生」ど塑整L」査置

埼玉県立大学

学長

3.研究者名 (所属部 局・職名 ) 大学院保 律 医療福祉 究科・教授

( 氏 名 フリガナ 詢虔1 牙確弓ι カ ワ ゴエ 'ztVp) j ||

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ロ   ロ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■

研究倫理教育の受講状況 受講 日  米受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOl委 員会設置の有無 有 ■ 無|□ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

菅 場

□

□□ □

□ □



ュ0″ 年 3月 θθ 日
厚生労働大臣
(国迪姫薬 品会品作4勇形獅弄長)殿
(1::::l‐ ::」 ::::`i14'111:I::::l;lilii:手 半̀

学
:移姜1異)

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国際医療福祉大学

学長
一０田

一蔦画
綻

国
薦
医

いヽ二

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 長寿科学政策研究事業

2.研究課題名 在宅医療・介護連携の質に関する評価ツールの開発 と検証

3.研究者名 (所属部局・職名) 医療福祉学部・教授

(氏名・ フリガナ) 埴岡 健一・ハニオカ ケンイチ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり違守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

タし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトグノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 [| ロ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □

受講 ●  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること.

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 口 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOl委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るC01についての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

□

□

研究倫理教育の受講状況



厚生労働大臣
(目立幕:薬品金品衛4:期姿所長)殿
(日皇保健医療科学院長 )

2o2o+ 7 E ,G

順天堂大学医療看護学部

_三里二_三型監綾子

所属研究機関長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 長寿科学政策研究事業

機関名

職 名

氏 名

ヽ

2.研究課題名 在宅医療・介護連携の質に関する評価ツールの開発と検証

3.研究者名 (所属 部 局 ・職 名 )|||百天堂大学 医療看議 学部 ・准教授

(氏名 フ ガ ナ )藤田淳子・リ フジタジュンコ

4.倫理審査の状況

π叉両
~理

顧iラ両著下画面扉:飛
「[戻麗〒2'Ftt■ り遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若 しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 日本赤十宇看護大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              )

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 口 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 日 (有の場合はその内容

(留 意事項 )

ヽ

□

□

□

□ □



>o>i +ln>l ||

厚生労働大 FF

纏■呼謝朝噸晰聯避 |」形辱弄長)殿
(国二叫層き医騎軒響詢完長 )

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

防衛医科

学校長

トー1

コ

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 長寿科学政策研究事業

管理にうい

2.研究課題名 在宅医療・介護連携の質に関する評価ツールの開発 と検証

3.研究者名 (所属 部局・ 職名 ) 防衛医科大学校医学教育部看護学科・ 師

氏 71 フリガナ 石 川 孝 子・イシカワタカコ

4.倫理審査の状況

研 が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場 は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」1こチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該 当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 |.IF l: .|_

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ   ロ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とす る医学系研究に関す る倫理指針 (※ 3) □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること,

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受:i日   米・受講 E

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 ,I

当研究機関におけるCOl委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無 |′ )場 舘 よ

^託
先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 ■  
‐

当研究に係るCOlに ついての指導・管理の有無 子「 □ 無 ■ |イ
||・

,"イ ).:■■||■′.

(留意事項 ) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

□   ■ □

■ □






